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農業振興地域の指定（昭和��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 松江地域の項中「平成�	年島根県告示第	�号」を「平成��年島根県告示第
��号」に改める。
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農業振興地域の指定（昭和��年島根県告示第
��号）の一部を次のように改正する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 安来地域の項中「平成�	年島根県告示第	�号」を「平成��年島根県告示第
��号」に改め、� 東出雲地域の項中

「平成�	年島根県告示第	�号」を「平成��年島根県告示第
��号」に改める。
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土地改良法（昭和��年法律第���号）第
�条の�第�項の規定により、平成��年��月�
日付けで県営土地改良事業に係

る阿宮地区第�工区の換地処分をしたので、同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により告示する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第����
号 平成��年��月�日 (�)

� �

� �

農業振興地域の指定の一部改正（�件） （農 業 経 営 課） �

換地処分 （農 村 整 備 課） �

中型まき網漁業の許可及び起業の認可の申請期間 （水 産 課） �

第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案の縦覧 （経 営 支 援 課） �

公有水面埋立免許の出願 （港 湾 空 港 課） �

島根県営住宅条例の規定に基づく入居者駐車場の使用料の一部改正 （建 築 住 宅 課） �

島根県営住宅条例の規定に基づく利便性に係る数値の一部改正 （ 〃 ） �

� �

特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る書類の縦覧 （環境生活総務課） �

���

不在者投票を行うことができる施設の指定の取消 	
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平成��年��月�日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島根県漁業調整規則（昭和��年島根県規則第��号）第�条第�項（第��条第	項において準用する場合を含む。）の規

定により、中型まき網漁業（いわし、あじ又はさばの採捕を目的とする
そうまき動力付中型まき網漁業及び�そうまき

無動力中型まき網漁業）に係る漁業の許可及び起業の認可の申請期間を平成��年��月��日から平成��年��月��日までと定

めたので、同規則第�条第	項（第��条第	項において準用する場合を含む。）の規定により告示する。

平成��年��月日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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中心市街地の活性化に関する法律（平成��年法律第��号）第��条第
項の規定により、第二種大規模小売店舗立地法特

例区域を定めたいので、同条第�項において準用する同法第��条第項の規定により、当該第二種大規模小売店舗立地法

特例区域の案を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者は、次の�に定める縦覧期間満了の日ま

でに、次の�に定めるところにより意見を述べることができる。

平成��年��月日

島根県知事 溝 口 善兵衛


 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の案

� 松江市東朝日町���、���－��、���－��、���－��、���－��

� 松江市朝日町���

� 松江市朝日町���－�、���－�、���－��、���－�の一部、���－�の一部、���－�、���－�

� 縦覧期間

平成��年��月日から同年��月��日まで

	 縦覧場所

島根県商工労働部経営支援課及び松江市産業経済部商工課

� 意見書の提出先及び意見書に記載すべき事項等

� 意見書の提出先

松江市殿町
番地 島根県商工労働部経営支援課

� 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見の内容

エ 意見を述べる理由

� その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

���������	

公有水面埋立法（大正��年法律第��号）第�条の規定により、次のとおり公有水面埋立免許の出願があったので、同法

第	条第
項の規定により告示する。

第�����号 平成��年��月日(�)



島 根 県 報

その関係図書は、縦覧場所において告示の日から�週間一般の縦覧に供する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 出願人

島根県 代表者 島根県知事 溝口善兵衛

� 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

隠岐郡隠岐の島町大字中町字目貫の四��番の地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及び①の地点と④の地点とを結ぶ平成�	年秋分の満潮位（Ｄ
Ｌ
＋�
���メートル）

における公有水面と陸地との境界線により囲まれた区域

①の地点 金峯山三等三角点（北緯�度��分��秒���	、東経�度��分��秒����）から�		度��分��秒、�����
�	

メートルの地点

②の地点 ①の地点から��	度��分��秒、�
��メートルの地点

③の地点 ②の地点から��	度��分��秒、��
��メートルの地点

④の地点 ③の地点から�		度��分��秒、�
��メートルの地点

ウ 面積

��	�
��平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

隠岐郡隠岐の島町大字中町字目貫の四��番の地内並びに地先公有水面

イ 区域

次の各地点を順次に結んだ線及びＡの地点とＳの地点とを結んだ線により囲まれた区域

Ａの地点 金峰山三等三角点（北緯�度��分��秒���	、東経�度��分��秒����）から��	度�	分��秒、�����
��

メートルの地点

Ｂの地点 Ａの地点から���度��分�秒、��
��メートルの地点

Ｃの地点 Ｂの地点から���度��分��秒、��
	メートルの地点

Ｄの地点 Ｃの地点から���度��分��秒、��
��メートルの地点

Ｅの地点 Ｄの地点から�度��分��秒、�
��メートルの地点

Ｆの地点 Ｅの地点から��	度�	分��秒、�	
��メートルの地点

Ｇの地点 Ｆの地点から��	度�	分��秒、���
��メートルの地点

Ｈの地点 Ｇの地点から�		度�	分��秒、��
	�メートルの地点

Ｉの地点 Ｈの地点から��度��分�	秒、�
��メートルの地点

Ｊの地点 Ｉの地点から�度��分�秒、�
��メートルの地点

Ｋの地点 Ｊの地点から�度�分��秒、	�
	�メートルの地点

Ｌの地点 Ｋの地点から�度��分�秒、��
��メートルの地点

Ｍの地点 Ｌの地点から�度��分��秒、��
��メートルの地点

Ｎの地点 Ｍの地点から��度��分�秒、�
��メートルの地点

Ｏの地点 Ｎの地点から�	度�分��秒、
	�メートルの地点

Ｐの地点 Ｏの地点から�	度�	分�秒、�
�メートルの地点

Ｑの地点 Ｐの地点から��度��分��秒、�
	�メートルの地点

Ｒの地点 Ｑの地点から��	度��分��秒、��
�メートルの地点

第���	号 平成��年��月�日 ()
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Ｓの地点 Ｒの地点から��度��分��秒、������メートルの地点

ウ 面積

����	����平方メートル


 埋立地の用途

ふ頭用地

� 出願の年月日

平成��年��月		日

 縦覧場所

島根県土木部港湾空港課、隠岐支庁県土整備局及び隠岐の島町役場

����������

島根県営住宅条例の規定に基づく入居者駐車場の使用料（平成��年島根県告示第��号）の一部を次のように改正し、平

成	�年�月�日から施行する。

平成��年�	月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�����号 平成��年�	月�日(�)

表松江市の項中

「

」

を
長者原団地 －

（���円）

「

」
に、長者原団地 �����円

「

」

を
「

」
に、

－

（�	�円）
�����円

「

」

を
「

」
に、

－

（���円）
�����円

「

」

を

「

」

に改め、表益田市の項中

－

（���円）

－

（���円）

�����円

�����円

「

」

を
「

」
に、

－

（�	�円）
�����円

「

」

を
土井団地 －

（�	�円）

「

」
に、土井団地 �����円

「

」

を
仙道団地 －

（���円）
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島根県営住宅条例の規定に基づく利便性に係る数値（平成��年島根県告示第���号）の一部を次のように改正し、平成�

�年��月�日から施行する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛


 �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第�項の規定に基づき特定非営利活動法人の設立の認証申請が

あったので、同条第	項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年��月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 申請のあった年月日

平成��年��月�
日

	 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人元気でネットワーク

� 代表者の氏名

原田 賢治

� 主たる事務所の所在地

島根県大田市鳥井町鳥井���番地�

� 従たる事務所の所在地

なし

� 定款に記載された目的

この法人は、高齢者や身体障害者が住みなれた地域で自立した生活を送り、地域住民と共に地域活動に参画し、健や

かに暮らせる社会の実現を目指し、地域福祉の向上に関する事業を行い誰もが安心して暮らせる町づくりに寄与するこ

とを目的とする。

� 縦覧に供する書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書並びに設立当初の事業年度及び翌事

業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から	月間

� 縦覧場所

第�����号 平成��年��月�日 (�)

「

」

に改める。
仙道団地 �����円

（���円）

表益田市の項中
「

」
を昭和��

「

」

に改める。
昭和��

木造	階建 平成�� ����



平成��年��月�日 印刷
平成��年��月�日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

県央地区県政情報コーナー（あすてらす	階）

� � � � � � � � 	
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公職選挙法施行令（昭和�
年政令第��号）第

条第	項及び第�項第	号、漁業法施行令（昭和�
年政令第�号）第�

条の規定により準用する公職選挙法施行令第

条第	項及び第�項第	号並びに農業委員会等に関する法律施行令（昭和

��年政令第��号）第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第

条第	項及び第�項第	号の規定による不在者投票

を行うことができる施設について、次のとおり指定を取り消した。

平成��年��月�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

指定を取り消した施設

第����号 平成��年��月�日(�)

名 称 所 在 地 指定取消年月日

日原共存病院 鹿足郡津和野町枕瀬���番地�� 平成��年��月�日


